
＜答申案調製表＞

事務局区分 細項目 委員意見 事業者見解 庁内関係課意見 事業者見解 答申案

1 全般的事項
全般
項目

計画段階配慮事項として選定されなかった項目に
ついて、その理由を示してください。（今泉委
員）

計画段階配慮事項は、「道路環境影響評価の
技術手法(平成25年、国土交通省)」に基づ
き、重大な影響を受けるおそれのある環境要
素を選定しています。なお、計画段階配慮事
項として選定しなかった項目については、今
後の方法書以降の手続において、必要に応じ
て項目を選定し、適切に調査・予測及び評価
を行います。

道路アセス省令第５条では、配慮書Ｐ32
で示されている配慮事項の選定結果のほ
かに、水環境（水質、地下水の水質及び
水位等）や環境への負荷の量の程度によ
り予測及び評価されるべき環境要素（温
室効果ガス等）を配慮書段階で選定する
ことが規定されています。
なぜ、省令に規定されている項目を選定
しなかったのか理由を記載してくださ
い。
また、方法書は、省令及び今後送付され
る知事意見に基づき項目を選定した上
で、調査、予測及び評価の手法等を記載
するようにしてください。（生活環境
課）

計画段階配慮事項は、道路環境影響評価
の技術手法を踏まえて適切に選定しまし
た。
方法書においても、省令及び知事意見、
技術手法等に基づき、適切に検討いたし
ます。

Ⅰ　全般的事項
１　環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価（以下
「調査等」という。）の手法については、「道路事業に係
る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及
び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、
環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平
成10年６月12日建設省令第10号)」や本意見を踏まえ、適
切に選定すること。また、環境影響評価方法書（以下「方
法書」という。）には、最新の文献、データ及び知見を踏
まえ、調査等を行う具体的な地域、地点及び期間等を記載
するとともに、参考とした文献等や事業実施区域及びその
周辺の地域概況の詳細な情報も記載すること。

2 全般的事項
全般
手法

方法書には、文献調査を踏まえて具体的
に調査手法、場所及び期間等を示してく
ださい。（生活環境課）

方法書以降で必要に応じて記載します。

3 全般的事項
全般
具体化

その地域の環境は、その地域の歴史や文化、人々
の生活によって守られてきた結果、存在している
ものと思います。配慮書冊子体を拝見させていた
だいて、静岡県西部の湖西連峰や引佐山地、愛知
県東部の東三河地区や弓張山地一帯が、歴史的、
文化的、自然的に地域にとってどのような場所な
のか、どのように繋がっているのか、それらが現
在の自然環境や人と自然との触れ合いや、景観と
どのように関係しているのかといったことを想像
することができず、従ってこの地域に道路を造ろ
うとする場合に、配慮すべき重要な環境や背景が
何なのかがよく理解できませんでした。個々の要
素の詳細は資料編（市民には公表されない）を見
ればわかるのかもしれませんが、公に縦覧に供さ
れる冊子体を見る限り、自然や生活環境、人と自
然との関わりへの十分な配慮を行うための「環境
配慮書」と理解するには難しい内容になっている
と感じました。全体として、配慮書の中の図が非
常に見づらく、理解を困難にしている要因の一つ
と感じました。（吉﨑会長）

本配慮書は、国が作成した先行事例を踏ま
え、同定度の内容で作成したものではありま
すが、今後の方法書以降の作成では、極力分
かりやすいものになるように努めます。
また、資料編としてお示ししたものについて
も、方法書以降では、図書に加える予定で
す。

4 全般的事項
全般
具体化

案①から③の調査・予測・評価の結果が
示されていますが、本県内のルートの北
側部分は１つのルートに絞られていま
す。この部分については、必ず事業の実
施が及ぼす影響が生じることとなります
ので、配慮書段階から影響の回避又は低
減に向けた措置を検討してください。
（生活環境課）

具体のルートや構造等が決まっていない
ため、現時点では回避・低減に向けた措
置の検討は困難です。ルートや具体的な
構造を決めていく段階で配慮を検討しま
す。

5 全般的事項
全般
具体化

配慮書には、文献調査によって作成され
た自然的状況及び社会的状況の概要が示
されていますが、方法書には資料編とし
てもよいので、具体的な調査内容や方法
書への記載内容の根拠（希少動植物の種
名等）が分かる資料を添付してくださ
い。（生活環境課）

方法書以降で必要に応じて記載します。

6 全般的事項
全般
具体化

各ルート案は地域森林計画対象民有林を
通過することから、該当市の市町森林整
備計画(森林法第10条の５)の内容を確認
するとともに、これに配慮した開発計画
とされたい。（森林保全課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、検討します。
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7 全般的事項
全般
具体化

保安林については、水源のかん養、災害
の防止等の公益的機能の維持増進を図る
ものであり、原則として他の用途への転
用は行わないものとすることから、事業
区域から避けるよう検討してください。
（森林保全課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、検討します。

8 全般的事項
全般
具体化

各ルート案にかかる地域森林計画対象民
有林を管轄する農林事務所の長に立地調
査依頼書を提出し、「静岡県林地開発許
可基準及び一般的事項 第３章１(１)ア～
カ」に該当する森林（＝開発行為を避け
るべき森林）を確認してください。
上記箇所は、原則として施行区域に含め
ないものとし、やむを得ず含める場合に
は、関係部局と十分協議を行い立地につ
いて同意を得る必要があることから、事
業の位置・規模等の検討段階において、
特に慎重に調査・検討してください。
（森林保全課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、検討します。

9 全般的事項
全般
具体化

工事に伴う作業道や作業ヤード等の設置計画はこ
れからですが、付帯工事における環境影響を本線
工事と一体として配慮し、計画していく必要があ
ると思います。（坂東委員）

作業道や作業ヤード等の附帯工事について
も、できる限り配慮して環境影響評価を行い
ます。

10 全般的事項
全般
具体化
全般へ

自然、生活、社会情報が全て一枚の図で見られる
ことは重要かつ必要かもしれませんが、そのため
に個々の要素の情報が曖昧となり、結果として非
常に理解しにくい図になっていると感じます。生
活環境として配慮すべき場所・内容、自然環境と
して配慮すべき場所・内容など、資料編に掲載さ
れているような要素ごとの図が冊子体にも必要と
感じます。更に、冊子体では自然環境の最も基本
となる地形図や地形区分図、表層地質図、流域区
分図などがなく、道路がどのような場所を通過し
ようとしているのか、どのような配慮の結果、何
故このようなルートが計画されているのかを具体
的に想像することが困難と感じました。（吉﨑会
長）

本配慮書は、国が作成した先行事例を踏ま
え、先行事例と同様の示し方としていました
が、今後の方法書以降の作成では、極力理解
しやすいように、要素ごとの図なども掲載い
たします。
また、資料編としてお示ししたものについて
も、方法書以降では、図書に加える予定で
す。

11 全般的事項

全般
具体化
修正意見
全般へ

現時点で詳細な評価ができない事はわかるが、※4
のような文献は古すぎます。動物群ではこの時代
と現在では分類も変わっています。静岡県のレッ
ドデータブックなど動物・植物については2019、
2020年があります。（秋山委員）

自然的状況の動物・植物の把握では、P22に
示すとおり、静岡県のレッドデータブックも
活用しました。なお、今後は現地調査を行い
ますので、その結果も含めて環境影響評価を
進めます。

12 全般的事項

全般
具体化
修正意見
全般へ

動物・植物の重要な種の生息地等については参照
している資料が古いため、今後十分な調査をする
必要があります。（岡田委員）

動植物の生息又は生育の状況については、配
慮書p21～23に示すとおり最新の既存資料も
含め把握していますが、「動物・植物の重要
な種の生息地等」については、これらの既存
資料のうち、図上に詳しく分布域が示された
資料のみを元に作成しています。
動物・植物については、今後の方法書以降の
手続において、適切に調査・予測及び評価を
行います。

13 全般的事項
全般
意見の尊重

今後、方法書等は、「道路環境影響評価
の技術手法」等に基づいて作成されると
考えられますが、この地域ならではの地
域特性を踏まえた環境影響評価を行うた
めにも、地方自治体の長、本県環境影響
評価審査会委員及び住民からの意見を尊
重してください。（生活環境課）

方法書以降の手続きで適切に対応しま
す。

14 全般的事項
全般
意見の尊重

一般住民からの意見として、自然環境への懸念が
多数あったという点に充分留意して進めてくださ
い。（坂東委員）

一般住民からの意見についても配意して環境
影響評価手続を進めます。
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15 全般的事項
全般
ルート選定

配慮書ではルート帯が３案ありますが、環境アセ
スのどの段階で主に何を重視して決定するのか、
考え方を方法書に記載してください。（森下委
員）

３ルート帯案の選定は、配慮書段階で実施い
たします。ルート帯案の選定については、可
能な限り環境に配慮しつつ、配慮書p12にお
示しした４つの政策目標を達成できるルート
を選定します。

配慮事項に係る予測・評価の結果」から
は、貴省の小委員会が承認した案①より
も案③の方が自然環境への影響は小さい
ように見受けられます。ルートによっ
て、自然環境と生活環境に及ぼす影響の
程度が異なると思われますので、２つの
環境への影響を総合的に比較した上で
ルートを決定するとともに、方法書に
は、決定の過程がわかるような資料を添
付してください。（生活環境課）

事業実施による環境への影響を可能な限
り考慮しつつ、政策目標を達成するルー
トを選定し、方法書に示します。

16 全般的事項
全般
ルート選定

ルートは、施工性や事業費と同じくらい
環境影響についても検討の上選定を行
い、その結果を方法書で示してくださ
い。(生活環境課)

事業実施による環境への影響を可能な限
り考慮しつつ、政策目標を達成する
「ルート帯案」を選定し、その結果を方
法書に示します。

17 全般的事項
全般
ルート
構造

　自動車の走行による大気質及び騒音に
ついて、工事車両及び開通後の道路の交
通に起因する障害の防止に配意して調
査、予測、ルート帯や道路構造の検討を
願います。（県警交通規制課）

今後の方法書以降の手続において、検討
を行います。

18 全般的事項
ルート
水環境
生態系

ルート案のいずれも自然公園及び鳥獣保
護区（案②は重要湿地も）を通過する計
画となっており、自然環境に影響を与え
る可能性があると評価されています。
p.34において、トンネル構造で通過する
ことを影響回避の一例として示されてい
ますが、トンネル湧水により沢の減水等
が生じる恐れもあります。具体的なルー
トや道路構造の決定には慎重な検討をお
願いします。（自然保護課）

トンネル構造を採用する場合には、トン
ネル掘削が周辺環境に及ぼす影響等につ
いは、今後の方法書以降の手続におい
て、必要に応じて項目を選定し、適切に
調査・予測及び評価を行います

19 全般的事項
全般
ルート選定

道路の存在による動物の影響について、案③が①
と②より小さいと評価していますが、その理由が
わかりません。特に静岡県側と愛知県側それぞれ
で評価をすべきと思います。特にこの地域では、
トウカイコガタスジシマドジョウ、ホトケドジョ
ウ、トウカイナガレホトケドジョウ、アカザ、ア
ユカケ、ウツセミカジカ、カワヨシノボリ、ビリ
ンゴなど希少な魚類の生息地があり、案②、③で
はこの様な生物が生息する河川や用水路を多数横
断することから、案①よりも良いという根拠が必
要です。（秋山委員）

計画段階環境配慮書では、既存資料により詳
細な位置が特定できた動物の重要な種の生息
地を回避しているかどうかという観点で予
測・評価を行いました。
案①は生息地の一部を通過しますが、案②及
び③のルート帯は、生息地を回避しているこ
とから、案②及び案③が案①と比べて小さい
と評価しています。
なお、今後は現地調査を行いますので、その
結果も含めて環境影響評価を進めます。

20 全般的事項
全般
ルート選定

同様の部分で案①～③共通項目として案②と③が
案①より影響の程度が小さいと評価した理由を示
して下さい。（秋山委員）

案①は既存資料により詳細な位置が特定でき
た動物の重要な種の生息地の一部を通過しま
すが、案②及び③のルート帯は、回避してい
ることから、案②及び案③が案①と比べて小
さいと評価しています。
別添資料のp.1をご確認ください。

21 全般的事項
全般
ルート選定
生態系

ルート帯は自然公園・鳥獣保護区・重要湿地を通
過するため、今後計画を進める中で十分な調査を
行って対応してください。工事による影響も懸念
されますので十分考慮してください。（岡田委
員）

今後の方法書以降の手続において、必要に応
じて適切に調査・予測及び評価を行います。

22 全般的事項
全般
ルート選定
生態系

生態系の項目の案②ですが、重要湿地を通過しま
すとあります。具体的にどこの湿地かを示して下
さい。葦毛湿原のことでしょうか。葦毛湿原だと
案①の方がかかるような気がします。しかし、案
①と②にはこの湿地のことが書かれていませんの
で愛知県側の区間に存在するのでしょうか。湿原
では生態系を構成する動物、植物が豊富に生息し
ています。それにもかかわらず、P37の動物の項目
では①よりも②の方が動物への影響が小さいと書
かれています。矛盾しています。いずれにしても
具体的な記載が無いために判断できない状況で
す。（秋山委員）

案②が通過する重要湿地は、愛知県側の天伯
湿地です。なお、葦毛湿原は、いずれのルー
トでも通過いたしません。別添資料のp.2ご
確認ください。
湿原については、いただいたご意見のとお
り、動物・植物が豊富に生息していることを
踏まえて、生態系の保全上重要であって、ま
とまって存在する自然環境として生態系で検
討を行いました。

２　配慮書で示されたルート案には、自然公園、鳥獣保護
区、重要湿地、希少な動植物の生息、生育地等の環境の保
全上、重要な地域が存在し、また、保育所、小学校、中学
校、社会福祉施設、病院等の環境の保全について配慮が特
に必要な施設が存在することから、ルートの選定を含む事
業計画の検討に当たっては、これらへの影響を極力回避又
は低減すること。また、方法書にはルート選定の過程及び
理由を記載すること。
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23 全般的事項

３　本事業を進めるに当たっては、地域住民に対し、ルー
ト選定をはじめとした本事業の計画概要と環境影響等につ
いて、参考とした文献等を用いてわかりやすく情報を提供
するとともに、丁寧な説明を行うこと。

24 大気環境
大気
項目選定

自動車の走行による大気汚染・騒音などは動物・
植物・生態系に影響を与える恐れがあると思われ
ます。配慮事項として選定していない理由および
今後の計画を進める上でどのように考えているか
教えてください。また工事による影響も懸念され
ますので十分考慮してください。（岡田委員）

計画段階配慮事項は、「道路環境影響評価の
技術手法(平成25年、国土交通省)」に基づ
き、重大な影響を受けるおそれのある環境要
素を選定しています。自動車の走行による大
気汚染・騒音による動物・植物・生態系への
影響については、必要に応じて検討します。
なお、工事の実施による影響については、方
法書以降で選定いたします。

自動車の走行による大気質及び騒音にお
いて、「道路構造を決定する段階におい
て、できる限り影響を回避・低減する検
討が可能です。」とありますが、道路騒
音や振動を低減するため、具体例として
どのようなことを想定しているのです
か。
また、具体的な回避・低減の措置は、環
境影響評価のどの段階で示されるか明確
に示してください。
加えて、方法書には、道路アセス省令別
表１に基づき、建設機械の稼働による影
響についても、調査の手法、時期、場所
及び頻度等を示してください。（生活環
境課）

道路交通騒音・振動を低減するための環
境保全措置については、今後、具体的な
ルート、構造を決定する段階で検討しま
す。
建設機械の稼働の影響要因にかかる調査
手法等は、方法書において記載する予定
です。また、具体的な回避・低減措置
は、準備書の段階で示す予定です。

Ⅱ　個別事項

１　大気環境
　本事業の工事中における建設機械の稼働や工事車両の通
行及び供用開始後における車両の通行に伴う排気ガス、騒
音及び振動による自然環境や生活環境への影響が懸念され
ることから、方法書においては、「大気質」、「騒音」及
び「振動」を環境影響評価の項目として選定すること。

25 大気環境
大気
振動
質問

該当道路は、トラック等大型車両の市街
地迂回通行を想定しており、大気環境と
して騒音のみ計画段階の配慮事項として
いるが、振動を対象外とした理由は何
か。（環衛研）

計画段階配慮事項は、「道路環境影響評
価の技術手法(平成25年、国土交通省)」
に基づき、重大な影響を受けるおそれの
ある環境要素を選定しています。なお、
振動については、今後の方法書以降の手
続において、必要に応じて項目を選定
し、適切に調査・予測及び評価を行いま
す。

26 水環境

水環境
流量
水質
濁り

水環境が選定されていませんが、トンネルの掘削
による河川の流量や水質の変化、工事に伴う濁水
の発生等は考えられないのでしょうか。（今泉委
員）

計画段階配慮事項は、「道路環境影響評価の
技術手法(平成25年、国土交通省)」に基づ
き、重大な影響を受けるおそれのある環境要
素を選定しています。なお、計画段階配慮事
項として選定しなかった項目については、今
後の方法書以降の手続において、必要に応じ
て項目を選定し、適切に調査・予測及び評価
を行います。

水環境が計画段階配慮事項に選定されて
いませんが、他事例を基に影響を予測
し、調査すべき環境要素に選定すること
を検討してください。また、検討の結
果、選定しなかった場合はその理由を記
載してください。（水利用課）

計画段階配慮事項は、「道路環境影響評
価の技術手法(平成25年、国土交通省)」
に基づき、重大な影響を受けるおそれの
ある環境要素を選定しています。なお、
水環境については、今後の方法書以降の
手続において、必要に応じて項目を選定
し、適切に調査・予測及び評価を行いま
す。

２　水環境
　本事業のトンネル掘削等による周囲の河川の流量及び地
下水の水位の変化や、工事に伴う濁水の発生等による水質
の変化が農業用水等の利水や水生生物の生息環境に影響を
及ぼすおそれがあることから、方法書においては、「水環
境」を環境影響評価の項目として選定し、影響範囲を想定
した上で調査地点を示すこと。

27 水環境
水環境
利水

水環境の状況として、水源や湧水等は既存の資料
だけでなく詳細に調べて、方法書以降に反映させ
ていただきたいと思います。（斎藤委員）

水源や湧水等については、今後の方法書以降
の手続において、必要に応じて、適切に調
査・予測及び評価を行います。

4.3配慮事項に関する調査・予測・評価の
結果において、「弓張山地は、トンネル
構造で通過するなどして環境への影響に
ついて極力回避を図ります。」と記述し
ていますが、浜名湖西側では弓張山地を
水源とする流域面積の比較的小さい河川
が複数あり、ルート案はそれらの水源や
河川を横断する計画となっています。こ
のため、トンネル湧水等により水資源へ
の影響が懸念されることを踏まえて、方
法書では水文観測の基礎データを記載
し、出来るだけ定量的な解析方法を検討
してください。（生活環境課）

トンネル掘削が周辺環境に及ぼす影響に
ついては、環境影響評価手続き並びに工
事実施の各段階において、環境への影響
をできる限り回避・低減するよう配慮
し、必要に応じて環境保全措置を行いま
す。

28 水環境
水環境
利水
生態系

表3.2-1（1）社会的状況に「河川、湖
沼・・・利用の状況」についての記載が
ありますが、本県区間は、トンネル工事
が主となると思われ、事業の実施による
地下水の水位への影響及びトンネル上部
の自然環境への影響（乾燥化）が懸念さ
れますので、方法書には、計画路線周辺
の利水状況（飲料、農業用、工業用等）
及び土地利用の状況（農地、森林等）を
記載するようにしてください。（生活環
境課）

方法書以降で必要に応じて記載します。
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事務局区分 細項目 委員意見 事業者見解 庁内関係課意見 事業者見解 答申案

29
水環境
水質

水環境
水質
利水
生態系

路面排水中には高濃度の亜鉛が含有していること
が多数報告されています。発生源は、自動車タイ
ヤ摩耗による粉塵、アスファルト粉塵やガード
レール、道路標識柱等の建造物の腐食が原因とさ
れ、降雨に伴い流出します。高濃度の亜鉛は水生
生物への影響が懸念されている物質です。また、
この地域は温暖な気候とのことですが、冬季の最
低気温は氷点下であり、凍結防止剤等が散布され
る場合、どのように排水されるのでしょうか？河
川の上流（源流）域に位置し、生態系や水源等複
合的な影響が懸念されるため、どのような排水対
策を行うのか示してください。（横田委員）

路面排水の処理については未定ですが、事業
計画を進める中で、そのような環境影響が明
らかであれば、必要に応じて検討します。

30 水環境
水環境
具体化

2.水質の測定地点及び環境基準につい
て、具体的な地点の記載がないため内容
の確認ができません。対象としている地
点を示していただけないでしょうか。
（生活環境課）

参考資料p.45に記載していますので、確
認願います。

31
地形及び地質
重要な地形及び
地質

地形
具体化

重要な地形及び地質はルート帯の中にもあります
が、どのような配慮で影響を及ぼさないようにす
るのか、考え方を方法書に記載してください。
（森下委員）

今後の環境影響評価手続きの中で、必要に応
じて重要な地形及び地質の調査、予測及び評
価を行います。また、その結果に応じて環境
保全措置を検討する予定です。これらについ
ては、今後の環境影響評価手続の中でお示し
します。

32
地形及び地質
重要な地形及び
地質

地形
具体化

表層地質図が示されていますが、表層地質図では
岩相しかわかりません。地質の成因なども読み取
れるように、方法書には地質図も掲載してくださ
い。（森下委員）

方法書以降の図書において、地質図の掲載を
検討いたします。

33
地形及び地質
重要な地形及び
地質

地形
具体化

「レッド・データ土壌」との表題の文献が引用さ
れており、「チョコレート褐色土の属する暗赤色
土壌群の成因についてはその保存は学術上極めて
重要である。」と記載されています。土壌汚染対
策とは異なる観点から、保全を目的としたもので
あると考えられますが、どのような配慮をするつ
もりなのか、考え方を方法書に記載してくださ
い。（森下委員）

今後の環境影響評価手続きの中で、必要に応
じて重要な地形及び地質の調査、予測及び評
価を行います。また、その結果に応じて環境
保全措置を検討する予定です。これらについ
ては、今後の環境影響評価手続の中でお示し
します。

34
地形及び地質
重要な地形及び
地質

地形
具体化

３．重要な地形及び地質において、化石
産地であることを記載されていますが、
浜名湖周辺ではナウマンゾウ等の化石が
発掘されており、学術的に貴重な地域で
す。このため、静岡県地学会の研究成果
等を十分に踏まえるとともに、工事中に
重要な化石が発見される場合もあるの
で、方法書では具体的な調査手法や評価
の考え方を示してください。（生活環境
課）

方法書以降で必要に応じて記載します。

35
地形及び地質
重要な地形及び
地質

地形
質問

重要な地形及び地質については、ｐ18に記載して
いる「静岡県では、浜名湖、石灰岩・化石産地
（洪積臥骨、哺乳類）、チョコレート褐色土
等・・・」のことだと理解してよろしいでしょう
か。（斎藤委員）

ご質問のとおり、重要な地形及び地質は、配
慮書p18に記載している「静岡県では、浜名
湖、石灰岩・化石産地（洪積臥骨、哺乳
類）、チョコレート褐色土等」です。

36
動物・植物・生
態系

動物・植
物・生態系
一般論

静岡県自然環境保全条例に基づき、事業
区域内に生息・生育する県レッドデータ
ブック掲載種の生息・生育環境を保全い
ただけるような事業計画としてくださ
い。（自然保護課）

今後の環境影響評価の中で、必要に応じ
て調査、予測及び評価を行い、その結果
に応じて環境保全措置を検討すること
で、極力県レッドデータブック掲載種の
生息・生育環境を保全する事業計画を検
討します。

３　地形及び地質
　事業実施区域及びその周辺には、蛇紋岩や石灰岩を由来
とする特殊な土壌や、大型哺乳類等の化石が発掘された貴
重な地域が含まれることから、方法書には、事業の実施が
重要な地形及び地質に及ぼす影響を把握するための具体的
な調査等の手法、場所及び時期を記載すること。

４　動物・植物・生態系
　ア　事業実施区域及びその周辺には、静岡県レッドデー
タブックに掲載されている重要な動植物が多数生息、生育
している上、蛇紋岩や石灰岩を由来とする特殊な土壌には
地域特有の植生が成立している可能性があることから、方
法書には、調査対象とする種を明示するとともに、生息、
生育状況を把握するための具体的な調査等の手法、場所、

- 5 -



事務局区分 細項目 委員意見 事業者見解 庁内関係課意見 事業者見解 答申案

37
動物・植物・生
態系

動物・植
物・生態系
手法

道路の存在による動物において、重要な
種の生息地等として、生息地の影響を予
測及び評価していますが、今後の文献調
査により、希少な動物の生息が確認され
た場合には、適切な場所、時期、手法及
び頻度で現地調査を実施し、影響の回避
又は低減に努めてください。また、準備
書には、具体的な回避、低減するための
環境保全措置を記載してください。（生
活環境課）

道路の存在による植物において、重要な
種・群落の生育地等として、天然記念物
及び巨樹・巨木林の影響を予測及び評価
していますが、今後の文献調査により、
希少な植物の生育が確認された場合に
は、適切な時期、手法及び頻度で現地調
査を実施し、影響の回避又は低減に努め
てください。また、準備書には、具体的
な回避、低減するための環境保全措置を
記載してください。（生活環境課）

今後の環境影響評価の中で、必要に応じ
て調査、予測及び評価を行い、その結果
に応じて環境保全措置を検討します。

38
動物・植物・生
態系
動物

動物・植
物・生態系
一般論

候補のいずれのルートに決まっても、浜名湖県立
自然公園やいくつもの鳥獣保護区を通過すること
になります。左記を通らないルートが望ましいで
すが、この段階での再検討は難しいと思われます
ので、動物の生息への影響があると予測されま
す。動物の移動を妨げない、移動場所の確保等に
配慮して計画を進めてください。河川、湿地や湖
沼、その近辺を通過する場合は、水の流れの分断
や遮断で動物の生息が脅かされないように設計し
てください。（坂東委員）

具体的なルートの位置や道路構造については
未定ですが、動物の移動場所の確保等や、水
の流れの分断等で動物の生息が脅かされない
ように、極力環境に配慮し、検討を行いま
す。

39
動物・植物・生
態系
動物

動物・植
物・生態系
具体化

道路の存在による動物の項目で案①で、特定でき
た動物の重要な種の生息地を一部通過するもの
の・・・とありますが、具体的にどの動物で生息
地の一部はどこを指すのか示して下さい。（秋山
委員）

別添資料のp.1をご確認ください。
なお、今後は現地調査を行いますので、その
結果も含めて環境影響評価を進めます。

40
動物・植物・生
態系
動物

鳥類
具体化

詳細な位置を特定できる文献情報を得られなかっ
たとありますが、地元で活動する鳥類保護団体等
への聞き取りを早い段階で行い、現在の鳥類の生
息状況をなるべく把握したうえで最終ルート決定
にあたっていただきたいです。文献資料に挙げら
れている種の現在の生息の有無については、きち
んと調査をしてください。（坂東委員）

今後の環境影響評価の中で、地域の専門家等
からご助言をいただきつつ、鳥類の現地調査
を進めます。

41
動物・植物・生
態系
植物

植物
一般論

ルート帯は巨樹・巨木林を通過するため、今後計
画を進める中で十分な調査を行って対応してくだ
さい。（岡田委員）

今後の環境影響評価手続きの中で、自然環境
保全基礎調査で選定されている「巨樹・巨木
林」の位置についても把握して対応します。

42
動物・植物・生
態系
植物

文化財
植物
天然記念物

案①のルート帯に含まれる県指定天然記
念物トキワマンサク北限群生地につい
て、静岡県文化財保護条例第33条によ
り、現状の変更、あるいは保存に影響を
及ぼす行為を行う場合は知事の許可が必
要となります。影響を低減するのみでは
不十分であり、回避するよう検討してく
ださい。（文化財課）

具体的なルートの位置や道路構造につい
ては未定ですが、今後それらを決定する
段階においては、環境への影響にできる
限り配慮した検討を行います。

43
動物・植物・生
態系
植物

植物
具体化
質問

表3.1-1(3)の２．植物において、静岡県及び愛知
県で選定されている「重要種の例」として挙げら
れた種は、どのような基準で選ばれて記述されて
いるのでしょうか？本当に配慮すべき重要種の例
として挙げられていますか？それとも、重要種の
中から特に意図することなく、例として挙げられ
た種でしょうか？教えてください。（吉﨑会長）

表3.1-1(3)でお示しした重要な種は、配慮す
べき重要な種の例として記載したものではあ
りません。

生育状況を把握するための具体的な調査等の手法、場所、
時期及び頻度を記載すること。

イ　「豊橋市街地と二川市街地の中間を通過するルート」
には、県指定天然記念物であるトキワマンサクの北限群生
地が存在していることから、事業の実施が群生地に及ぼす
影響を回避すること。
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44
動物・植物・生
態系
生態系

動物
水生生物

本県ルートの大半は、トンネル及び橋梁
となると思われるが、それらの工事中及
び完了後において、雨水やトンネル湧水
が近隣の河川に排水されることが考えら
れることから、道路の存在による生態系
については、水生生物の生態系について
も調査、予測及び評価を実施してくださ
い。（生活環境課）

今後の環境影響評価の中で、必要に応じ
て調査、予測及び評価を行い、その結果
に応じて環境保全措置を検討します。

45
動物・植物・生
態系
生態系

質問

図3.2-1の、村櫛海水浴場の北方向の浜名湖上、道
の駅 潮見坂の西方向の洋上に重要湿地のマークが
付いていますが、湿地でしょうか。（斎藤委員）

いずれも環境省が選定した「生物多様性の観
点から重要度の高い湿地」を示しています。
村櫛海水浴場の北方向の浜名湖上の地点は
「浜名湖」、道の駅潮見坂の西方向の洋上の
地点は「遠州灘海岸」です。
なお、各プロット位置は、当該資料で示され
ているプロット位置です。当該資料によると
「絶滅危惧種の保全等に留意し、おおよその
代表地点を示したもの」とされています。

46
動物・植物・生
態系
動物

修正

79、80の資料の発行元は日本野鳥の会静岡支部で
はなく、「静岡の鳥編集委員会」ですので、訂正
してください。（坂東委員）

方法書以降の図書で修正いたします。

47 文化財
文化財
名勝

県指定名勝浜名湖が図中に点で示されて
いますが、実際は浜名湖北、沿岸部を含
む広範囲が名勝として指定されていま
す。図上に範囲で示すべきと思われま
す。（文化財課）

方法書以降で掲載します。

48
景観

景観
その他

「三ケ日みかん」は本県を代表する農産
物の一つであり、営農及び地域独自の景
観資源への影響が大変大きいことから、
一般住民からも多くの意見が挙げられて
います。
本計画による、営農環境及び景観への影
響については、地元農業者への説明を十
分にするとともに、具体的な対応策を示
してください。（農地計画課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、関係機関等と調整を図ります。

49 景観
景観
調査手法

景観に関わる参考文献として、以下の２
つを追加してください。
・ふじのくに景観形成計画（平成29年３
月　静岡県）
・浜名湖景観形成行動計画（令和２年３
月　浜名湖広域景観推進会議）（景観ま
ちづくり）

方法書以降で必要に応じて記載します。

50 廃棄物
廃棄物
一般論

廃棄物や建設発生土など計画段階配慮事
項として選定されていない環境要素があ
るように思われますが、方法書以降の手
続き（計画熟度が高まった段階）におい
て検討の対象とする、ということでしょ
うか。また、廃棄物や建設発生土の排出
及び再資源化に際し、今後どのように予
測・評価するのか、方針について御教示
ください。（技術調査課）

今後の方法書以降の手続において、必要
に応じて検討を行います。

６　廃棄物等
　建設発生土及び建設汚泥等の建設副産物は、可能な限り
再利用に努め、環境負荷の低減を図る必要があることか
ら、方法書においては、「廃棄物等」を環境影響評価の項
目として選定すること。

51 その他 その他

７　その他
　事業実施区域及びその周辺には、史跡、遺跡、古墳群等
が多数確認されている上、埋蔵文化財包蔵地が広く分布し
ていることから、事業計画の検討に当たっては、これらの
史跡等の存在に配慮すること。

52 廃棄物
廃棄物
一般論

トンネル等工事に当たり発生する土砂等
について、発生量や対策土の発生見込
み、またその処理方法についても、今後
の環境影響評価手続きにおいて、示され
たい。（生活環境課）

トンネル掘削土については建設副産物で
あることから、他工事での活用を想定し
ていますが、今後の環境影響評価の中
で、廃棄物及び建設発生土に関する調
査・予測・評価を行い、必要に応じて環
境保全措置を検討します。また、建設発
生土等については、できる限り再利用す
ることも検討します。

５　景観
　事業実施区域及びその周辺は浜名湖、丘陵、田園地帯及
び遠州灘の沿岸等と一体となった美しい自然景観を有し、
名勝「浜名湖」として指定されており、多くの人々から親
しまれている。また、「三ヶ日みかん」の栽培が行われて
いるという地域独自の景観を形成していることから、方法
書には、事業の実施が景観に及ぼす影響を把握するための
具体的な調査等の手法、場所、時期及び頻度を記載するこ
と。
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事務局区分 細項目 委員意見 事業者見解 庁内関係課意見 事業者見解 答申案

53 その他
一般論
協議等

事業予定地には農用地が多く存在するこ
とから、市農政担当部局及び市農業委員
会と周辺農業への影響の有無について、
調整を図ってください。（農地利用課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、関係機関等と調整を図ります。

54 その他
その他
協議等

ルート案①の一部で砂防指定地を跨ぐ可
能性があることから、砂防指定地とルー
ト案との関係性がわかる図面や配慮につ
いて、方法書に記載してください。ま
た、砂防指定地にかかる場合は、砂防指
定地内行為許可申請等を適切に行ってく
ださい。（砂防課）

方法書以降で必要に応じて記載します。
また、砂防指定地にかかる場合は、事業
を進める中で、必要に応じて、関係機関
等と調整を図ります。

55 その他
その他
協議等

浜松湖西豊橋道路は、県が管理する日比
沢川、西神田川などの都田川水系の河川
を渡河する計画となっています。当該道
路からの雨水の排水が、各河川の流域を
変更して流出するなどの場合には、必要
な治水対策をお願いします。（河川企画
課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、検討します。

56 その他
その他
協議等

浜松湖西豊橋道路を建設・造成に伴い、
雨水の流出が増加する場合は、調整池等
の計画を検討されたい。（河川企画課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、検討します。

57 その他
その他
協議等

上記の流出抑制対策に加えて、流域治水
の考え方に基づき、更なる雨水貯留施設
対策を検討されたい。（河川企画課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、検討します。

58
動物・植物・生
態系
生態系

その他
協議等

事業地の一部が浜名湖県立自然公園（第
３種特別地域、普通地域）、鳥獣保護区
を通過する計画となっているため、事前
に自然保護課と協議願います。（自然保
護課）

今後、事業を進める中で、必要に応じ
て、関係機関等と調整を図ります。

59 その他
その他
追加調査

事業の実施が災害を引き起こす可能性について検
討する材料とするため、対象地域における過去の
災害の発生状況についても調べてください。（今
泉委員）

防災に関しては、今後、事業を進める中で必
要に応じて、検討します。

60 その他
その他
追加調査

事業実施想定区域およびその周囲には、「風力発
電所」や「太陽光発電設備」はありませんか。情
報として記載したほうがよいかと思います。（斎
藤委員）

今後の環境影響評価手続の中で、必要に応じ
て、「風力発電所」や「太陽光発電設備」の
情報を把握していくようにします。

61 その他
その他
追加資料

6-11p.のアンケートは道路を造る視点からのアン
ケートであると理解しましたが、6-11p.に記述さ
れているアンケートの結果の記述と、39-41p.に記
述されているアンケートの結果の記述のレベルが
あまりに違い過ぎており、39-41p.のほうは、一般
住民から数百件の意見が出ているのに、非常に大
雑把にまとめられているように感じ、具体的にど
のような意見が提出され、市民が具体的にどのよ
うなことを心配しているのかを知ることが出来ま
せんでした。このアンケートは現在のルート案を
示して実施されたアンケートでしょうか？それと
も一般論として「道路を造る場合にはどのような
配慮が必要と思うか？」ということで実施された
ものでしょうか？具体的なアンケートでの質問事
項なども教えてください。いずれにしても審査会
への具体的な説明を求めます。（吉﨑会長）

これらのアンケートは、国が実施した計画段
階評価の中で行われたものです。
どちらのアンケートも、同様のアンケート資
料を用いたもので、アンケートには配慮書と
同様の3ルート帯案を示しています。
なお、計画段階評価の第2回アンケートを、
配慮書の案に対する一般からの意見聴取とし
ています。
具体な質問内容につきましては、別添資料の
p.3をご確認ください。

62 その他
その他
修正

項目12において、「文化財保護法第百九
条第一項の規定により指定された名勝又
は天然記念物、...」とありますが、
「...指定された史跡、名勝又は天然記念
物、...」と修正してください。
「...同法第九十二条第一項に基づいて指
定された埋蔵文化財」とありますが、
「...同法第九十三条第一項に基づく周知
の埋蔵文化財包蔵地」と修正してくださ
い。また、同項目において「両県におい
て、埋蔵文化財が多数分布していま
す。」とありますが、「...、周知の埋蔵
文化財包蔵地が...」に修正してくださ
い。（文化財課）

方法書以降で必要に応じて記載します。
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